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大学共同利用機関法人 高エネルギー加速器研究機構 第４期中期目標 
 
 

（前文）法人の基本的な目標  
大学共同利用機関法人高エネルギー加速器研究機構（以下「機構」という。）は、我

が国が先進諸国に伍して学術研究の振興を図るため、昭和46年に大学共同利用の研究機
関として設置された高エネルギー物理学研究所をその前身としている。以来50年にわた
り我が国の加速器科学の総合的発展の国際的な拠点として、国内外の研究者が最先端の
研究施設等を用いた共同利用・共同研究を実施し、素粒子物理学から物質構造科学まで
幅広い科学の発展と人類の知的資産の拡大に貢献してきた。 

加速器科学は、高エネルギー加速器を用いて行う、素粒子や原子核の性質を明らかに
して宇宙誕生の謎に迫る研究、生命体を含む物質の構造・機能を解明する研究に加え、
これらを行うための研究手法開発、加速器や関連する基盤技術も包含した実験的・理論
的研究を含む。これらの研究は、大学の研究・教育機能の強化にも寄与するとともに、
その研究成果は産業界においても活用されている。 

現在に至っても、大学共同利用の理念は少しも色褪せていないものの、研究の大型化
と国際化の進行とともに機構を取り巻く環境は大きく様変わりしており、研究機関に対
する社会の要請も大きく変化しつつある。 

機構は、このような社会から求められている課題を踏まえた状況変化に適切に対応す
るとともに、常に向上を図り続ける組織であり、加速器科学の研究を進め、次のミッシ
ョンを達成する。 
 
１．国力の基礎となる知的資産の拡大と世界の加速器科学の牽引 

学術研究・基礎研究を行う機関として、人類の知的資産の拡大に貢献することは最重
要課題であり、主要三共同利用実験（J-PARC、Bファクトリー、放射光）を国内外の大
学等との協力の下で着実に進めるとともに、加速器科学において広範で優れた研究成果
を追求し、多様なステークホルダーの期待に応える。このような活動を通じ、世界的な
加速器科学の拠点の一つとして他の国際拠点と積極的に連携を図り、その役割と能力の
維持向上を図る。特に、アジア・オセアニア地域との連携強化により、同地域における
加速器科学の中心的役割を果たす。 

また、加速器科学は産業利用も含め、すそ野の広い科学分野であることから、国内外
の研究者に加え、産業界にも施設の利用や共同研究の場を提供し、加速器科学の最先端
の研究を発展させるとともに、研究開発の拠点としての機能を担う。 

なお、将来の研究領域及び研究の方向性については関連分野の研究者・研究コミュニ
ティからの提案を踏まえ、機構全体として具体的な実施計画を策定する。 

 
２．未来を担う研究人材の育成 

国立大学法人総合研究大学院大学としての大学院教育に加え、国際的な研究・教育 
環境や大型加速器をはじめとした世界最先端の施設による研究の機会を提供するとと
もに、国内外において教育活動を幅広く実施することにより、将来の研究人材の育成に
取組む。 

 
３．社会への貢献 
 機構は、持続可能な社会づくりに貢献するため、加速器の省エネルギー化を推進する
とともに、産学連携等により加速器科学の研究成果を応用し、カーボンニュートラルの
実現など社会課題の解決に資するイノベーション創出への取組を進める。また、斬新な
発想に基づく異分野間交流を推進することにより、新分野創設の萌芽とする研究成果を
創出し、社会に発信する。これらによって産業や社会の発展に寄与する。 
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４．他の大学共同利用機関法人との連携 
機構は、他の３つの大学共同利用機関法人及び国立大学法人総合研究大学院大学とと

もに「一般社団法人 大学共同利用研究教育アライアンス」（以下「アライアンス」と
いう。）を設立し、アライアンスが企画する取組に参画することにより、異分野融合に
よる研究力の強化や人材育成の充実、運営の効率化などの課題に対して、法人の枠組み
を超えた取組を一層推進する。 

 
このようなミッションを達成するため、機構の特長を踏まえた人事制度や組織の見直

しを不断に行い、効果的・効率的な業務を実施する。 
また、国民と社会から託された資産を有効に活用し、社会から信頼される研究活動を

行うことも大きな使命である。このため、社会的責任、法令遵守、リスク管理及び不正
防止等も含めた内部統制を進めるとともに、業務・研究成果に係る情報公開等に努め、
国民の期待に応える。 

 
◆ 中期目標の期間 
  中期目標の期間は、令和４年４月１日～令和10年３月31日までの６年間とする。 
 
Ⅰ 教育研究の質の向上に関する事項 
１ 研究 
【１】 各分野の学術研究を先導する中核拠点として、国際的な研究競争の激化や国際

協力の進展等の動向を踏まえながら、大規模プロジェクトをはじめとした世界最
先端の学術研究プロジェクト等の推進を図り、世界最高水準の研究成果を創出し
て、当該分野における我が国のプレゼンスを高める。① 

 
【２】 各分野の特性を踏まえつつ、学術的又は社会的な要請を踏まえた学術研究を戦

略的に推進し、その卓越性を強化する。時代の変化にかかわらず、継承・発展す
べき学問分野に対して必要な資源を確保する。② 

 
【３】 社会課題、地球規模課題等の解決に向けた研究成果の活用を促進するため、科

学的理論や基礎的知見の現実社会での実践に向けた研究開発を進めるとともに、
社会変革につながるイノベーションの創出を目指す。④ 

 
２ 共同利用・共同研究 
【４】 実験施設、研究設備、情報インフラ・データ基盤等の研究基盤について、ユー

ザーのニーズを的確に把握し、かつ、関係機関との連携・分担等を考慮した上で、
高度化、利用の利便性向上、研究のＤＸへの対応等を適切に進め、共同利用機能
の充実を図る。⑥ 

 
【５】 研究コミュニティのニーズを踏まえつつ、開かれた運営により、幅広い研究者

の参画を得てプロジェクト型や公募型の共同研究を推進する、国内外の機関と連
携するなど、各分野の中核としての共同研究機能の強化を図る。⑨ 

 
【６】 ポスト・コロナ時代に対応した共同利用・共同研究機能のリモート化・スマー

ト化など、新しい時代における共同利用・共同研究体制の基盤を支えるとともに、
その新たな在り方を先導する取組を推進する。⑪ 

 
３ 教育・人材育成  
【７】 総合研究大学院大学との緊密な連係・協力による大学院教育について、大学共

同利用機関が有する優れた研究環境を活用し、他大学の大学院教育との差別化、
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個々の学生のニーズへのきめ細かな対応等により、その強みを伸ばし、優秀な学
生の獲得につなげる。連携大学院制度、特別共同利用研究員制度等による大学院
教育への協力について、受入れ学生に対し、先端的・国際的な共同研究への参加
機会を積極的に提供するなど、各大学共同利用機関の特色を活かした教育の充実
を図る⑫ 

 
【８】 ポストドクター等の若手研究人材について、その育成方針を明確化し、多様な

経験機会を付与しつつ実践的な研究指導を行うなど、大学共同利用機関の研究環
境を活かした人材育成の充実を図る。また、これら人材の研究者としてのキャリ
アパス形成を支援する。⑬ 

 
４ 社会との共創  
【９】 産業界との連携による研究開発の推進について、研究者個人ベースでの受託研

究・共同研究等に留まらず、組織対組織の連携の強化、オープンイノベーション
の推進等に向けた取組を進める。特許等の知的財産の戦略的活用も視野に入れつ
つ、研究成果を活用する事業者への技術移転等の取組を進める。⑭ 

 
５  その他教育研究の質の向上に関する重要事項 
【10】 社会が大きく変化する中、機関等の垣根を超えた組織体制の見直しを不断に行

い、柔軟かつ機動的な組織の改編・整備を推進する。異分野融合による研究力強
化や人材育成の充実、運営の効率化などの課題に対し、法人の枠組みを超えた対
応を進める。⑯ 

 
Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する事項 

【11】 内部統制機能を実質化させるための措置や外部の知見を法人経営に生かすため
の仕組みの構築、機構内外の専門的知見を有する者の法人経営への参画の推進等
により、機構長のリーダーシップのもとで、強靭なガバナンス体制を構築する。
⑰ 

 
【12】 大学共同利用機関の運営について、研究者コミュニティの意見を効果的に取り

入れるとともに、その運営状況について積極的な情報発信を行うなど、開かれた
運営の推進を図る。⑱ 

 
【13】 大学共同利用機関等の機能を最大限発揮するための基盤となる施設及び設備に

ついて、保有資産を最大限活用するとともに、法人全体のマネジメントによるス
ペース配分や設備の整備・共用等を戦略的に進めるなど、効率的な整備・運用の
推進を図る。⑲ 

 
Ⅲ 財務内容の改善に関する事項 

【14】 公的資金のほか、寄附金や産業界からの資金等の受入れを進めるとともに、適
切なリスク管理のもとでの効率的な資産運用や、保有資産の積極的な活用、研究
成果の活用促進のための出資等を通じて、財源の多元化を進め、安定的な財務基
盤の確立を目指す。併せて、目指す機能強化の方向性を見据え、その機能を最大
限発揮するため、法人内及び機関内の資源配分の最適化を進める。⑳ 

 
Ⅳ 教育及び研究並びに組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価並びに当該状
況に係る情報の提供に関する事項 
【15】 外部の意見を取り入れつつ、客観的なデータに基づいて、自己点検等の活動に

取り組み、自らの強み・特色と課題等を可視化するとともに、それを用いたエビ
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デンスベースの法人経営を実現する。併せて、経営方針や計画、その進捗状況等
に留まらず、研究教育の成果と社会発展への貢献等を含めて、ステークホルダー
に積極的に情報発信を行うとともに、双方向の対話等を通じて法人経営に対する
理解・支持を獲得する。㉑ 

 
Ⅴ その他業務運営に関する重要事項 

【16】 多様なデジタル技術の適切な活用や、マイナンバーカードの活用等により、業
務全般の継続性の確保と併せて、機能を高度化するとともに、事務システムの効
率化や情報セキュリティ確保の観点を含め、必要な業務運営体制を整備し、デジ
タル化を推進する。㉒ 


